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　日本には江戸時代に中国から入ってきました。当時はアクが強く土
臭いことからあまり好まれませんでした。第二次世界大戦後にはアニ
メ「ポパイ」の影響もあり、品種改良が進み栄養価の高い野菜として
消費が急増しました。
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おおもりおおもり
自主点検チェックシートをご活用ください！自主点検チェックシートをご活用ください！
　企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の
強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

　「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
　また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
　点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

公益社団法人大森法人会 電話番号 ０３－３７５１－４４８４
URL等 http://www.tohoren.or.jp/oomori
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「
正
直
者
に
は
尊
敬
の
的
、
悪
徳
者
に
は

畏
怖
の
的
」
と
い
う
言
葉
を
念
頭
に

松村　清一

大
森
税
務
署

　署
長

柴
原 

一
夫

　
平
成
29
年
7
月
に
大
森
税
務

署
に
署
長
と
し
て
赴
任
さ
れ
た

柴
原
一
夫
さ
ん
は
、
大
阪
市
阿
倍

野
区
の
ご
出
身
。「
愚
直
」
と
い
う

言
葉
が
お
気
に
入
り
と
い
う
柴

原
さ
ん
、
私
た
ち
の
質
問
に
も
真

剣
に
答
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
大
森
は
今
ま
で
、
電
車
で
通
過

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
降
り
た

こ
と
は
な
く
、
小
学
校
の
社
会
科

で
習
っ
た
モ
ー
ス
博
士
の
「
大
森

貝
塚
」
と
大
田
市
場
が
あ
る
く
ら

い
の
認
識
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
署
長
と
し
て
の
赴
任
を

き
っ
か
け
に
調
べ
て
み
る
と
、
管

内
に
は
、
旧
東
海
道
、
馬
込
文
士

村
、
池
上
本
門
寺
な
ど
の
歴
史
・

文
化
施
設
が
あ
る
一
方
、
海
側
に

は
、
昭
和
島
、
京
浜
島
な
ど
の
工

業
団
地
が
控
え
て
お
り
、
歴
史
と

産
業
が
融
合
し
た
「
都
心
と
は
一

味
違
っ
た
独
特
の
雰
囲
気
を

持
っ
た
街
」
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　
先
日
、池
上
本
門
寺
の「
お
会

式
」を
初
め
て
見
物
し
ま
し
た
が
、

様
々
な
形
の
あ
る
万
灯
行
列
は
、

宗
教
的
な
理
解
を
持
た
な
い
私

に
も
、
お
祭
り
と
し
て
大
変
素
晴

ら
し
く
、
ク
オ
リ
テ
ィ
も
非
常
に

高
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
大
阪
の
阿

倍
野
区
は
今
で
こ
そ「
あ
べ
の
ハ

ル
カ
ス
」
が
名
所
に
な
っ
て
お

り
、商
業
ビ
ル
や
高
層
マ
ン
シ
ョ

ン
が
増
え
て
都
市
化
が
進
ん
で
い

ま
す
が
、私
が
住
ん
で
い
た
昭
和

30
年
代
は
、市
電
が
ゆ
っ
く
り
と

走
る
浪
速
の
下
町
地
域
で
し
た
。

　
ど
こ
か
大
森
と
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

■プロフィール■
柴原　一夫（しばはら・かずお）
昭和32年9月生まれ　大阪市阿倍野区出身

　
関
西
の
大
学
を
卒
業
後
、
昭
和

56
年
4
月
に
東
京
国
税
局
に
採

用
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
36
年
余
り
東

京
局
の
職
員
と
し
て
仕
事
を
し

て
き
ま
し
た
。

　
税
務
行
政
へ
の
取
組
み
理
念

に
つ
い
て
は
、「
正
直
者
に
は
尊

敬
の
的
、
悪
徳
者
に
は
畏
怖
の

的
」
と
い
う
言
葉
を
常
に
念
頭
に

置
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
、「
国
税
職
員
と

し
て
、
常
に
真
撃
に
適
正
・
公
平

な
姿
勢
を
貫
き
な
さ
い
。
そ
う
す

れ
ば
自
ず
と
、
誠
実
な
納
税
者
か

ら
は
尊
敬
の
目
を
向
け
ら
れ
、
不

誠
実
な
納
税
者
か
ら
は
恐
怖
に

駆
ら
れ
る
存
在
と
な
り
ま
す
」
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
森
税
務
署
に
着
任
し

て
、
職
員
の
皆
さ
ん
に
は
、「
健

康
」、「
誠
実
」、「
ル
ー
ル
を
守
る
」

忙
し
く
辛
い
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　
薬
剤
師
で
あ
っ
た
妻
と
は
、知

り
合
い
の
紹
介
で 

40
代
半
ば
に
結

婚
し
ま
し
た
が
、妻
も
40
歳
を
超

え
て
い
た
の
で
、残
念
な
が
ら
子

宝
に
は
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
お
互
い
に
旅
行
が
好
き
で
、
結

婚
当
初
は
、
海
外
に
も
行
き
ま
し

た
が
、
転
勤
で
熊
本
に
一
緒
に

行
っ
て
以
降
、
最
近
は
も
っ
ぱ
ら

温
泉
旅
行
に
は
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
普
段
は
、映
画
や
野
球
を
よ
く

見
ま
す
。妻
は
東
京（
目
黒
）生
ま

れ
の
巨
人
フ
ァ
ン
、私
は
阪
神

フ
ァ
ン
な
の
で
、巨
人
・
阪
神
戦

に
な
る
と
毎
回
舌
戦
の
バ
ト
ル
状

態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

　
お
酒
は
焼
酎
が
好
き
で

す
。
熊
本
の
米
焼
酎
は
あ
っ

さ
り
し
て
い
て
、
お
つ
ま
み

の
素
材
の
味
を
生
か
す
、

ス
ッ
キ
リ
し
た
飲
み
口
が

気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　
信
念
と
い
え
る
ほ
ど
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
最
近
は
、

「
愚
直
」
と
い
う
言
葉
が
気

に
入
っ
て
い
ま
す
。
辞
書
を
引
き

ま
す
と
、「
正
直
す
ぎ
て
気
の
き

か
な
い
こ
と
。
馬
鹿
正
直
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
、

「
日
々
一
生
懸
命
に
や
る
」、「
ぶ

れ
ず
に
真
っ
直
ぐ
に
や
る
」
と
い

う
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
我
々
税
務
職
員
の
あ
る
べ

き
姿
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
税
務
大
学
校
研
修
生
に
は「
一

生
勉
強
・
一
生
青
春
」と
い
う
言

葉
を
紹
介
し
ま
し
た
。年
を
取
っ

て
も
勉
強
を
止
め
ず
に
努
力
を
す

れ
ば
、若
々
し
く
生
き
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
顔
も
含
め
た
身
だ
し
な
み
に

は
気
を
使
っ
て
い
ま
す
。朝
は
時

間
を
か
け
て
、顔
ま
わ
り
を
き
ち

ん
と
整
え
て
い
く
こ
と
を
実
践
し

て
い
ま
す
。そ
れ
が
職
員
に
と
っ

て
の
お
手
本
で
あ
り
、納
税
者
の

皆
さ
ん
に
対
す
る
最
低
限
の
マ

ナ
ー
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

進
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
大
森
税
務
六
団
体
は
、

お
互
い
に
非
常
に
協
力
関
係
が

い
い
と
思
い
ま
す
。
先
日
も
消
費

税
の
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
を

開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

各
団
体
か
ら
多
く
の
会
員
の
皆

様
に
出
席
し
て
い
た
だ
き
、
大
変

盛
況
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
私
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
大
森
法
人
会
並
び
に
大
森

税
務
六
団
体
の
皆
様
方
と
共
に

築
き
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
信

頼
・
協
調
関
係
を
、
よ
り
一
層
強

固
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
36
年
間
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
最
も
印
象
的

で
、
私
が
仕
事
に
自
信
が
持
て
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
蔵
省
で

の
勤
務
で
す
。
大
蔵
省
へ
の
転
勤

が
決
ま
っ
て
、
母
親
は
大
変
喜
ん

だ
の
で
す
が
、
当
時
の
大
蔵
省
は

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　南

　
　卓
志

　
　岡
本

　勝
子

　
　

　石
井

　幸
惠

　
　縣

　
　伸
幸

　安
野

　貞
治
郎

〈
文
〉　須

貝

　明
司

　10
月
19
日 

大
森
税
務
署
に
て

の
3
つ
の

ス
ロ
ー
ガ

ン
を
守
っ

て
ほ
し
い

と
訓
示
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、

職
員
全
員

と
個
別
面

談
を
行
っ
て
、
職
員
の
身
上
や
仕

事
の
希
望
な
ど
を
直
接
聴
き
ま
し

た
。
私
ど
も
の
職
場
で
は
、
署
長

が
全
職
員
と
直
接
面
談
す
る
機
会

は
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

職
員
に
は
大
変
好
評
で
し
た
。

フ
ェ
イ
ス  

ト
ゥ  

フ
ェ
イ
ス
で
話

す
こ
と
に
よ
り
、
風
通
し
の
よ
い

職
場
環
境
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
大
森
法
人
会
の
皆
様
を
は
じ

め
、
大
森
税
務
六
団
体
の
皆
様
に

は
、 「
O
T
A
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス

タ
」
を
は
じ
め
と
し
た
税
に
関
す

る
広
報
活
動
や
、「
中
学
生
の
税

に
つ
い
て
の
作
文
」、「
税
の
標

語
」、「
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」

な
ど
を
通
じ
て
租
税
教
育
の
推

昭和56年4月　
平成 2 年7月
平成20年7月
平成24年7月
平成26年7月
平成27年7月
平成28年7月
平成29年7月

東京国税局採用
大蔵省 大臣官房 調査企画課 海外経済調査係長
熊本国税不服審判所 審判部 国税副審判官
荒川税務署 副署長
東京国税局 税務部 税務相談室（神田）主任相談官
大阪国税局 泉大津税務署長
税務大学校 総合教育部 主任教授（法人課税）
大森税務署 署長

おおもり法人ニュース　平成29年11月21日　第299号　②③　おおもり法人ニュース　平成29年11月21日　第299号
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マ
ン
シ
ョ

ン
が
増
え
て
都
市
化
が
進
ん
で
い

ま
す
が
、私
が
住
ん
で
い
た
昭
和

30
年
代
は
、市
電
が
ゆ
っ
く
り
と

走
る
浪
速
の
下
町
地
域
で
し
た
。

　
ど
こ
か
大
森
と
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

■プロフィール■
柴原　一夫（しばはら・かずお）
昭和32年9月生まれ　大阪市阿倍野区出身

　
関
西
の
大
学
を
卒
業
後
、
昭
和

56
年
4
月
に
東
京
国
税
局
に
採

用
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
36
年
余
り
東

京
局
の
職
員
と
し
て
仕
事
を
し

て
き
ま
し
た
。

　
税
務
行
政
へ
の
取
組
み
理
念

に
つ
い
て
は
、「
正
直
者
に
は
尊

敬
の
的
、
悪
徳
者
に
は
畏
怖
の

的
」
と
い
う
言
葉
を
常
に
念
頭
に

置
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
、「
国
税
職
員
と

し
て
、
常
に
真
撃
に
適
正
・
公
平

な
姿
勢
を
貫
き
な
さ
い
。
そ
う
す

れ
ば
自
ず
と
、
誠
実
な
納
税
者
か

ら
は
尊
敬
の
目
を
向
け
ら
れ
、
不

誠
実
な
納
税
者
か
ら
は
恐
怖
に

駆
ら
れ
る
存
在
と
な
り
ま
す
」
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
森
税
務
署
に
着
任
し

て
、
職
員
の
皆
さ
ん
に
は
、「
健

康
」、「
誠
実
」、「
ル
ー
ル
を
守
る
」

忙
し
く
辛
い
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　
薬
剤
師
で
あ
っ
た
妻
と
は
、知

り
合
い
の
紹
介
で 

40
代
半
ば
に
結

婚
し
ま
し
た
が
、妻
も
40
歳
を
超

え
て
い
た
の
で
、残
念
な
が
ら
子

宝
に
は
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
お
互
い
に
旅
行
が
好
き
で
、
結

婚
当
初
は
、
海
外
に
も
行
き
ま
し

た
が
、
転
勤
で
熊
本
に
一
緒
に

行
っ
て
以
降
、
最
近
は
も
っ
ぱ
ら

温
泉
旅
行
に
は
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
普
段
は
、映
画
や
野
球
を
よ
く

見
ま
す
。妻
は
東
京（
目
黒
）生
ま

れ
の
巨
人
フ
ァ
ン
、私
は
阪
神

フ
ァ
ン
な
の
で
、巨
人
・
阪
神
戦

に
な
る
と
毎
回
舌
戦
の
バ
ト
ル
状

態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

　
お
酒
は
焼
酎
が
好
き
で

す
。
熊
本
の
米
焼
酎
は
あ
っ

さ
り
し
て
い
て
、
お
つ
ま
み

の
素
材
の
味
を
生
か
す
、

ス
ッ
キ
リ
し
た
飲
み
口
が

気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　
信
念
と
い
え
る
ほ
ど
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
最
近
は
、

「
愚
直
」
と
い
う
言
葉
が
気

に
入
っ
て
い
ま
す
。
辞
書
を
引
き

ま
す
と
、「
正
直
す
ぎ
て
気
の
き

か
な
い
こ
と
。
馬
鹿
正
直
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
、

「
日
々
一
生
懸
命
に
や
る
」、「
ぶ

れ
ず
に
真
っ
直
ぐ
に
や
る
」
と
い

う
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
我
々
税
務
職
員
の
あ
る
べ

き
姿
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
税
務
大
学
校
研
修
生
に
は「
一

生
勉
強
・
一
生
青
春
」と
い
う
言

葉
を
紹
介
し
ま
し
た
。年
を
取
っ

て
も
勉
強
を
止
め
ず
に
努
力
を
す

れ
ば
、若
々
し
く
生
き
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
顔
も
含
め
た
身
だ
し
な
み
に

は
気
を
使
っ
て
い
ま
す
。朝
は
時

間
を
か
け
て
、顔
ま
わ
り
を
き
ち

ん
と
整
え
て
い
く
こ
と
を
実
践
し

て
い
ま
す
。そ
れ
が
職
員
に
と
っ

て
の
お
手
本
で
あ
り
、納
税
者
の

皆
さ
ん
に
対
す
る
最
低
限
の
マ

ナ
ー
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

進
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
大
森
税
務
六
団
体
は
、

お
互
い
に
非
常
に
協
力
関
係
が

い
い
と
思
い
ま
す
。
先
日
も
消
費

税
の
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
を

開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

各
団
体
か
ら
多
く
の
会
員
の
皆

様
に
出
席
し
て
い
た
だ
き
、
大
変

盛
況
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
私
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
大
森
法
人
会
並
び
に
大
森

税
務
六
団
体
の
皆
様
方
と
共
に

築
き
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
信

頼
・
協
調
関
係
を
、
よ
り
一
層
強

固
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
36
年
間
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
最
も
印
象
的

で
、
私
が
仕
事
に
自
信
が
持
て
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
蔵
省
で

の
勤
務
で
す
。
大
蔵
省
へ
の
転
勤

が
決
ま
っ
て
、
母
親
は
大
変
喜
ん

だ
の
で
す
が
、
当
時
の
大
蔵
省
は

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　南

　
　卓
志

　
　岡
本

　勝
子

　
　

　石
井

　幸
惠

　
　縣

　
　伸
幸

　安
野

　貞
治
郎

〈
文
〉　須

貝

　明
司

　10
月
19
日 

大
森
税
務
署
に
て

の
3
つ
の

ス
ロ
ー
ガ

ン
を
守
っ

て
ほ
し
い

と
訓
示
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、

職
員
全
員

と
個
別
面

談
を
行
っ
て
、
職
員
の
身
上
や
仕

事
の
希
望
な
ど
を
直
接
聴
き
ま
し

た
。
私
ど
も
の
職
場
で
は
、
署
長

が
全
職
員
と
直
接
面
談
す
る
機
会

は
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

職
員
に
は
大
変
好
評
で
し
た
。

フ
ェ
イ
ス  

ト
ゥ  

フ
ェ
イ
ス
で
話

す
こ
と
に
よ
り
、
風
通
し
の
よ
い

職
場
環
境
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
大
森
法
人
会
の
皆
様
を
は
じ

め
、
大
森
税
務
六
団
体
の
皆
様
に

は
、 「
O
T
A
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス

タ
」
を
は
じ
め
と
し
た
税
に
関
す

る
広
報
活
動
や
、「
中
学
生
の
税

に
つ
い
て
の
作
文
」、「
税
の
標

語
」、「
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」

な
ど
を
通
じ
て
租
税
教
育
の
推

昭和56年4月　
平成 2 年7月
平成20年7月
平成24年7月
平成26年7月
平成27年7月
平成28年7月
平成29年7月

東京国税局採用
大蔵省 大臣官房 調査企画課 海外経済調査係長
熊本国税不服審判所 審判部 国税副審判官
荒川税務署 副署長
東京国税局 税務部 税務相談室（神田）主任相談官
大阪国税局 泉大津税務署長
税務大学校 総合教育部 主任教授（法人課税）
大森税務署 署長
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大
森
は
、「
都
心
と
は
一
味
違
っ

た
独
特
の
雰
囲
気
を
持
っ
た
街
」

顔
を
含
め
、身
だ
し
な
み
を

　
き
ち
ん
と
整
え
て

　
　
　  

職
員
の
お
手
本
に

大
蔵
省
で
の
勤
務
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
仕
事
に
自
信

職
員
の
皆
さ
ん
全
員
と

フ
ェ
イ
ス 

ト
ゥ 

フ
ェ
イ
ス
で
面
談

税
務
団
体
と
の
信
頼
・
協
調
関
係
を
、

よ
り
一
層
強
固
に



次
の
問
題
に
番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。あ
な
た
の
税
知
識

は
？

　
当
期
中
に
商
品
を
引
き

渡
し
た
が
販
売
代
金
の

確
定
は
次
期
と
な
っ
た
。売
上

計
上
時
期
は
?

　
①
　
当
期
の
売
上
げ
。

　
②
　
次
期
の
売
上
げ
。

　
借
上
社
宅
に
よ
る
従
業
員

か
ら
の
家
賃
徴
収
分
は
消

費
税
法
上
ど
ち
ら
に
該
当
す

る
?

　
①
　
課
税
売
上
げ
。

　
②
　
非
課
税
売
上
げ
。

そ
の
年
中
に
支
払
い
の
確

定
し
た
給
与
の
う
ち
未

払
い
部
分
は
年
末
調
整
の
対

象
と
な
る
？

　
①
　
対
象
と
な
る
。

　
②
　
対
象
と
な
ら
な
い
。

工
事
請
負
契
約
書
の
金

額
に 「
一
千
八
十
万
円（
税

込
）」 

と
記
載
。印
紙
税
法
上

の
記
載
金
額
は
?

　
①
　
一
千
万
円
。

　
②
　
一
千
八
十
万
円
。

※
答
え
は
15
ペ
ー
ジ
に
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■仕入先から交付された請求書等に記載
　された適用税率が正しいかを確認

■毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごと
　に区分して記帳

■必要に応じ、複数税率に対応したレジの
　導入・改修

■必要な事項を記載した請求書等を売上先
　に交付

【例】飲食料品の小売業を営む事業者の方

平成29年度  所得税税制改正のお知らせ
　働き方が様々な面で多様化しているなか、働きたい人が就業調整を意識しなくて
済む仕組みを構築するために、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
　※ 平成30 年分以後の所得税について適用されます。

1　納税者本人の受ける控除額
　配偶者特別控除について、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入
の上限が、150 万円に引き上げられます(現行の配偶者控除の対象となる配偶者
の給与収入の上限は103万円のまま変更ありません)。

　配偶者控除等の適用される納税者本人に所得制限が設けられ、給与収入が
1,120万円（合計所得金額が900万円）を超える場合には、以下の表のとおり控除
額が逓減・消失する仕組みとされます。

納税者本人の給与収入が1,120万円以下の場合(合計所得金額が900万円以下の場合)
配偶者控除※ 配偶者特別控除

※老人配偶者控除の楊合、
　48万円（現行制度どおり） 配偶者の給与収入

（合計所得金額）
（万円）

155（90）
160（95）
167（100）
175（105）
183（110）
190（115）
197（120）
201（123）

（万円）
38
36
31
26
21
16
11
6
3
0

103
（38）

141
（76）

150
（85）

201
（123）

2 納税者本人の所得制限

配偶者の給与収入（合計所得金額） （単位：万円）

※老人配偶者控除については、納税者本人の給与収入（合計所得金額）が、 ①1,120万円以下（900万円以下） の場合は控除
額48万円、 ② 1,120万円超1,170万円以下（900万円超950万円以下) の場合は控除額32万円、③ 1,170万円超1,220万円
以下（950万円超1,000万円以下）の場合は控除額16万円、 ④ 1,220万円超（1,000万円超）の場合は適用なし。

納
税
者
本
人
の
給
与
収
入

（
合
計
所
得
金
額
）

配偶者
控除※

配偶者特別控除

1,120以下
（900以下）
1,170以下
（950以下）
1,220以下

（1,000以下）
1,220超

（1,000以超）

103以下
（38以下）

150以下
（85以下）

155以下
（90以下）

160以下
（95以下）

167以下
（100以下）

175以下
（105以下）

183以下
（110以下）

190以下
（115以下）

197以下
（120以下）

201以下
（123以下）

201以下
（123超 ）

38

26

13

ー

38

26

13

ー

36

24

12

ー

31

21

11

ー

26

18

9

ー

21

14

7

ー

16

11

6

ー

11

8

4

ー

6

4

2

ー

3

2

1

ー

ー

ー

ー

ー

part 1

平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

part 2

軽減税率制度が実施されると、標準税率10% と軽減税率8%の複数税率となります。

 専用ダイヤル　0570-030-456  【受付時間 ] 9: 00～17: 00( 土日祝除く）

 専用ダイヤル　0570-081-222  【受付時間 ] 9: 00～17: 00( 土日祝除く）
U R L

軽減対象品目の取扱いがない事業者の方や、免税事業者の方も、
制度に対応するための準備が必要となる場合があります。

レジの導入・改修が必
要な中小事業者の方に
は補助金等の支援措置
があります。 申請期限
平成30年1月31 日
にご注意を!

日々の取引や経理にどのような影響があるの？

●軽減税率制度に関するご相談・詳しい情報
1 消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

2 国税庁ホームページ内特設サイト「消費税の軽減税率制度について』
www.nta.go.jp

http://kzt-hojo.jp

●軽減税率対策補助金等に関するお問合せ先（軽減税率対策補助金事務局）
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の
問
題
に
番
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で
答
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て

く
だ
さ
い
。あ
な
た
の
税
知
識

は
？

　
当
期
中
に
商
品
を
引
き

渡
し
た
が
販
売
代
金
の

確
定
は
次
期
と
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上
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時
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期
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げ
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の
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上
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に
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る
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か
ら
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賃
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収
分
は
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上
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ち
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税
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非
課
税
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。

そ
の
年
中
に
支
払
い
の
確
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た
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の
う
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未
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い
部
分
は
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調
整
の
対

象
と
な
る
？
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対
象
と
な
る
。

　
②
　
対
象
と
な
ら
な
い
。

工
事
請
負
契
約
書
の
金

額
に 「
一
千
八
十
万
円（
税

込
）」 

と
記
載
。印
紙
税
法
上

の
記
載
金
額
は
?

　
①
　
一
千
万
円
。

　
②
　
一
千
八
十
万
円
。
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答
え
は
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ペ
ー
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に
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■仕入先から交付された請求書等に記載
　された適用税率が正しいかを確認

■毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごと
　に区分して記帳

■必要に応じ、複数税率に対応したレジの
　導入・改修

■必要な事項を記載した請求書等を売上先
　に交付

【例】飲食料品の小売業を営む事業者の方

平成29年度  所得税税制改正のお知らせ
　働き方が様々な面で多様化しているなか、働きたい人が就業調整を意識しなくて
済む仕組みを構築するために、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
　※ 平成30 年分以後の所得税について適用されます。

1　納税者本人の受ける控除額
　配偶者特別控除について、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入
の上限が、150 万円に引き上げられます(現行の配偶者控除の対象となる配偶者
の給与収入の上限は103万円のまま変更ありません)。

　配偶者控除等の適用される納税者本人に所得制限が設けられ、給与収入が
1,120万円（合計所得金額が900万円）を超える場合には、以下の表のとおり控除
額が逓減・消失する仕組みとされます。

納税者本人の給与収入が1,120万円以下の場合(合計所得金額が900万円以下の場合)
配偶者控除※ 配偶者特別控除

※老人配偶者控除の楊合、
　48万円（現行制度どおり） 配偶者の給与収入

（合計所得金額）
（万円）

155（90）
160（95）
167（100）
175（105）
183（110）
190（115）
197（120）
201（123）

（万円）
38
36
31
26
21
16
11
6
3
0

103
（38）

141
（76）

150
（85）

201
（123）

2 納税者本人の所得制限

配偶者の給与収入（合計所得金額） （単位：万円）

※老人配偶者控除については、納税者本人の給与収入（合計所得金額）が、 ①1,120万円以下（900万円以下） の場合は控除
額48万円、 ② 1,120万円超1,170万円以下（900万円超950万円以下) の場合は控除額32万円、③ 1,170万円超1,220万円
以下（950万円超1,000万円以下）の場合は控除額16万円、 ④ 1,220万円超（1,000万円超）の場合は適用なし。

納
税
者
本
人
の
給
与
収
入

（
合
計
所
得
金
額
）

配偶者
控除※

配偶者特別控除

1,120以下
（900以下）
1,170以下
（950以下）
1,220以下

（1,000以下）
1,220超

（1,000以超）

103以下
（38以下）

150以下
（85以下）

155以下
（90以下）

160以下
（95以下）

167以下
（100以下）

175以下
（105以下）

183以下
（110以下）

190以下
（115以下）

197以下
（120以下）

201以下
（123以下）

201以下
（123超 ）

38

26

13

ー

38

26

13

ー

36

24

12

ー

31

21

11

ー

26

18

9

ー

21

14

7

ー

16

11

6

ー

11

8

4

ー

6

4

2

ー

3

2

1

ー

ー

ー

ー

ー

part 1

平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます

part 2

軽減税率制度が実施されると、標準税率10% と軽減税率8%の複数税率となります。

 専用ダイヤル　0570-030-456  【受付時間 ] 9: 00～17: 00( 土日祝除く）

 専用ダイヤル　0570-081-222  【受付時間 ] 9: 00～17: 00( 土日祝除く）
U R L

軽減対象品目の取扱いがない事業者の方や、免税事業者の方も、
制度に対応するための準備が必要となる場合があります。

レジの導入・改修が必
要な中小事業者の方に
は補助金等の支援措置
があります。 申請期限
平成30年1月31 日
にご注意を!

日々の取引や経理にどのような影響があるの？

●軽減税率制度に関するご相談・詳しい情報
1 消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

2 国税庁ホームページ内特設サイト「消費税の軽減税率制度について』
www.nta.go.jp

http://kzt-hojo.jp

●軽減税率対策補助金等に関するお問合せ先（軽減税率対策補助金事務局）



用
に
向
け
て
検
討
す
る
。な
お
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援

等
の
取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財

源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

(6) 

企
業
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、経
済
成
長
を
阻

害
し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ

る
。

３
． 

行
政
改
革
の
徹
底

○ 

行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、地
方
を
含
め

た
政
府
・
議
会
が「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1) 

国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、歳
費
の

抑
制
。

(2) 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、国
・
地
方
公
務
員
の
人
員

削
減
と
、能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費

の
抑
制
。

(3)
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

(4)
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
． 

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

○
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
低
所
得
者
対

策
と
し
て
軽
減
税
率
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
こ
と
を

改
め
て
表
明
し
て
お
き
た
い
。こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き

た
よ
う
に
、軽
減
税
率
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い

う
え
、税
制
の
簡
素
化
、税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税
収

確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
極
め
て
問
題
が
多
い
か
ら
で
あ

る
。

(1) 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
」の
効
果
等
を
検
証
し
、中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転

嫁
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。

(2)
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。消
費
税
の
制
度
、執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

５
． 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

６
． 

今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
． 

法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
約
25
％
、ア

ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
約
22
％
と
な
っ
て
お
り
、我

が
国
の
税
率
水
準
は
依
然
と
し
て
高
い
。今
般
の
税
率
引

き
下
げ
の
効
果
等
を
確
認
し
つ
つ
、国
際
競
争
力
強
化
な

ど
の
観
点
か
ら
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ
る
必

要
が
あ
る
。

２
． 

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
時

限
措
置
で
は
な
く
、本
則
化
す
る
。ま
た
、昭
和
56
年
以
来
、

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、少
な
く
と
も
１
、６
０
０
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。

(2) 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、税
の
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少

な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要

は
あ
る
が
、中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に

資
す
る
措
置
は
、以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
、本
則

化
す
べ
き
で
あ
る
。な
お
、少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
の
損
金
算
入
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
が
平
成
30

年
３
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、対
象
設
備
を

拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含
め
る
。　

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
は
、損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計
３
０
０

万
円
）を
撤
廃
す
る
。

３
． 

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

○
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、

経
済
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
も
い
え
る
。そ
の
中
小
企
業

が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事
業
が
継
承
で
き
な
く
な
れ

ば
、我
が
国
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。先

般
、納
税
猶
予
制
度
の
改
正
で
要
件
緩
和
や
手
続
き
の
簡

素
化
な
ど
が
な
さ
れ
た
が
、さ
ら
に
抜
本
的
な
見
直
し
が

必
要
で
あ
る
。

(1) 

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　 

事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、事
業
従
事
を
条
件
と

し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
免
除
す
る

制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

(2) 

相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
要
件
緩
和

と
充
実

　 

上
述
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
創
設
さ
れ
る
ま
で

の
間
は
、相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て

要
件
緩
和
と
充
実
を
図
る
こ
と
を
求
め
る
。

①
株
式
総
数
上
限（
３
分
の
２
）の
撤
廃
と
相
続
税
の
納

税
猶
予
割
合（
80
％
）を
１
０
０
％
に
引
き
上
げ
る
。

②
死
亡
時
ま
で
株
式
を
所
有
し
な
い
と
猶
予
税
額
が
免

除
さ
れ
な
い
制
度
を
、５
年
経
過
時
点
で
免
除
す
る

制
度
に
改
め
る
。

③
対
象
会
社
規
模
を
拡
大
す
る
。

Ⅲ
．地
方
の
あ
り
方

○
地
方
の
活
性
化
に
は
、国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、

財
政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化
が
基
本
政
策

と
い
え
よ
う
。そ
の
際
に
不
可
欠
な
理
念
と
し
て
掲
げ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、地
方
の
自
立
と
自
助
の
精
神
で
あ
る
。

深
化
段
階
に
入
っ
た
地
方
創
生
戦
略
を
推
進
す
る
う
え
で

も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

○ 「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」に
み
ら
れ
る
特
産
品
の
返
礼
品

競
争
に
つ
い
て
は
、あ
ま
り
に
安
易
な
手
法
で
あ
り
本
格

的
な
地
方
活
性
化
戦
略
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、住
民
税
は
本
来
、居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
る
こ
と

か
ら
、こ
の
制
度
自
体
が
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い

と
の
指
摘
が
あ
る
。例
え
ば
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自

治
体
に
限
定
す
る
な
ど「
ふ
る
さ
と
納
税
」本
来
の
趣
旨
に

沿
っ
た
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

○ 

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足
財
源
を
保
障
す

る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
地
方
の
財
政
規
律
を
歪

め
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
く
、そ
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て

き
た
。地
方
は
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
に

つ
い
て
、自
ら
の
責
任
で
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制
の
導
入

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30

万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た
め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合

併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め
る
。行

政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導

入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期

基
本
的
な
課
題

Ⅰ
． 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

○
真
の
財
政
健
全
化
を
達
成
す
る
た
め
に
は
プ
ラ
イ
マ
リ

ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
に
向
け
規
律
あ
る
具
体
的
な
道
筋

を
明
確
に
示
し
、着
実
に
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(1) 

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、財
政
健
全
化
と
社

会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

国
民
の
将
来
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
」の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、２
０
１
９
年

10
月
の
税
率
引
き
上
げ
が
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、

経
済
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(2) 「
骨
太
の
方
針
２
０
１
５
」で
は
、歳
出
面
で
２
０
１
６

年
度
か
ら
18
年
度
ま
で
の
３
年
間
で
政
策
経
費
の
増
加

額
を
１
．６
兆
円（
社
会
保
障
費
１
．５
兆
円
、そ
の
他
０
．

１
兆
円
）程
度
に
抑
制
す
る
目
安
を
示
し
た
。こ
の
２
年

間
に
お
い
て
は
目
安
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、最

終
年
度
に
お
い
て
も
政
策
経
費
の
抑
制
は
確
実
に
行
う

べ
き
で
あ
る
。

(3) 

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、歳
出
、歳
入
の
一
体

的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、ま

た
歳
出
に
つ
い
て
は
、聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体

的
な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、着
実
に
実
行
す

る
よ
う
求
め
る
。

(4) 
消
費
税
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
、

税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
が
、政
府

は
税
率
10
％
引
き
上
げ
時
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す

る
予
定
と
し
て
い
る
。仮
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る

の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ
い
て
安
定
的
な

恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(5) 

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、長
期
金
利
の
急
上
昇
な

ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、成
長
を
阻
害

す
る
う
え
財
政
の
悪
化
要
因
に
も
な
る
。政
府
・
日
銀
に

は
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心
の
運
営
が
求
め
ら
れ

る
。

２
． 

社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

○
社
会
保
障
分
野
で
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢

者
と
な
る「
２
０
２
５
年
問
題
」が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
き
た
。医
療
と
介
護
の
給
付
急
増
が
見
込
ま
れ
る
た

め
で
、こ
れ
を「
重
点
化
・
効
率
化
」に
よ
っ
て
可
能
な
限

り
抑
制
し
、か
つ
適
正
な「
負
担
」を
確
保
し
て
い
か
な
け

れ
ば
、社
会
保
障
制
度
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
。

(1) 

年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対

応
」「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」「
高
所
得
高
齢
者
の

基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」等
、抜

本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2) 

医
療
に
つ
い
て
は
、成
長
分
野
と
位
置
付
け
、大
胆
な
規

制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

た
め
に
診
療
報
酬（
本
体
）体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、薬

価
の
実
態
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
、２
年
に
１
度
と
し
て
き

た
薬
価
の
改
定
を
毎
年
実
施
す
る
。さ
ら
に
、政
府
目
標

で
あ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
％
以
上
も
早
期
に

達
成
す
る
。

(3) 

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
に
メ
リ
ハ

リ
を
つ
け
、給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4) 

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格

な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

(5) 

少
子
化
対
策
で
は
、現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育

等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き

で
あ
る
。そ
の
際
、企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援
に
関

与
で
き
る
よ
う
、企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活

平
成
29
年
度

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

大
森
法
人
会
税
制
税
務
委
員
長

志
村

　政
彦

法

人

会

全

国

大

会

・

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

　
法
人
会
は
「
税
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
団
体
と
し
て
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
適
切
な
税
制
の
確
立
の

た
め
、
毎
年
税
制
改
正
要
望
大
会
を
開
催
し
て
、
決
議
さ
れ
た
要
望
事
項
は
政
府
や
国
会
な
ど
へ
の
強
い

働
き
か
け
に
よ
り
、
法
人
税
制
の
改
革
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
平
成
30
年
度
税
制
改
正
要
望
は
10
月
5
日
福
井
県
産
業
会
館
に
お
い
て
、
全
国
各
地
の
法
人
会
を
代
表

す
る
1
、8
0
0
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
32
年
度
）」も

２
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の
再
生

は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ

て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正

か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応

を
含
め
て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る

観
点
な
ど
か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求

め
る
。

○ 

昨
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、東
日
本

大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性

の
あ
る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
の
実

現
等
に
向
け
て
早
急
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
利
益
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ

き
２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

３
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1) 

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

(3)  

個
人
住
民
税
の
均
等
割

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法

に
見
直
す
。

(3)  

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡

大
す
る
。ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

(4)  

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る

２
．事
業
所
税
の
廃
止

３
．超
過
課
税

４
．法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）

平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）
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用
に
向
け
て
検
討
す
る
。な
お
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援

等
の
取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財

源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

(6) 

企
業
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、経
済
成
長
を
阻

害
し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ

る
。

３
． 

行
政
改
革
の
徹
底

○ 

行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、地
方
を
含
め

た
政
府
・
議
会
が「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1) 

国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、歳
費
の

抑
制
。

(2) 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、国
・
地
方
公
務
員
の
人
員

削
減
と
、能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費

の
抑
制
。

(3)
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

(4)
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
． 

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

○
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
と
同
時
に
低
所
得
者
対

策
と
し
て
軽
減
税
率
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
こ
と
を

改
め
て
表
明
し
て
お
き
た
い
。こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き

た
よ
う
に
、軽
減
税
率
は
事
業
者
の
事
務
負
担
が
大
き
い

う
え
、税
制
の
簡
素
化
、税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税
収

確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
極
め
て
問
題
が
多
い
か
ら
で
あ

る
。

(1) 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
」の
効
果
等
を
検
証
し
、中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転

嫁
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。

(2)
消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。消
費
税
の
制
度
、執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

５
． 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

６
． 

今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
． 

法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
約
25
％
、ア

ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均
は
約
22
％
と
な
っ
て
お
り
、我

が
国
の
税
率
水
準
は
依
然
と
し
て
高
い
。今
般
の
税
率
引

き
下
げ
の
効
果
等
を
確
認
し
つ
つ
、国
際
競
争
力
強
化
な

ど
の
観
点
か
ら
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ
る
必

要
が
あ
る
。

２
． 

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
時

限
措
置
で
は
な
く
、本
則
化
す
る
。ま
た
、昭
和
56
年
以
来
、

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、少
な
く
と
も
１
、６
０
０
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。

(2) 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、税
の
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少

な
い
も
の
は
廃
止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要

は
あ
る
が
、中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に

資
す
る
措
置
は
、以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
、本
則

化
す
べ
き
で
あ
る
。な
お
、少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
の
損
金
算
入
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
が
平
成
30

年
３
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、対
象
設
備
を

拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含
め
る
。　

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
は
、損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計
３
０
０

万
円
）を
撤
廃
す
る
。

３
． 

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

○
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、

経
済
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
も
い
え
る
。そ
の
中
小
企
業

が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事
業
が
継
承
で
き
な
く
な
れ

ば
、我
が
国
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。先

般
、納
税
猶
予
制
度
の
改
正
で
要
件
緩
和
や
手
続
き
の
簡

素
化
な
ど
が
な
さ
れ
た
が
、さ
ら
に
抜
本
的
な
見
直
し
が

必
要
で
あ
る
。

(1) 

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　 

事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、事
業
従
事
を
条
件
と

し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、非
上
場
株
式
を
含
め

て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
免
除
す
る

制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

(2) 

相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
要
件
緩
和

と
充
実

　 

上
述
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
創
設
さ
れ
る
ま
で

の
間
は
、相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て

要
件
緩
和
と
充
実
を
図
る
こ
と
を
求
め
る
。

①
株
式
総
数
上
限（
３
分
の
２
）の
撤
廃
と
相
続
税
の
納

税
猶
予
割
合（
80
％
）を
１
０
０
％
に
引
き
上
げ
る
。

②
死
亡
時
ま
で
株
式
を
所
有
し
な
い
と
猶
予
税
額
が
免

除
さ
れ
な
い
制
度
を
、５
年
経
過
時
点
で
免
除
す
る

制
度
に
改
め
る
。

③
対
象
会
社
規
模
を
拡
大
す
る
。

Ⅲ
．地
方
の
あ
り
方

○
地
方
の
活
性
化
に
は
、国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、

財
政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化
が
基
本
政
策

と
い
え
よ
う
。そ
の
際
に
不
可
欠
な
理
念
と
し
て
掲
げ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、地
方
の
自
立
と
自
助
の
精
神
で
あ
る
。

深
化
段
階
に
入
っ
た
地
方
創
生
戦
略
を
推
進
す
る
う
え
で

も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

○ 「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」に
み
ら
れ
る
特
産
品
の
返
礼
品

競
争
に
つ
い
て
は
、あ
ま
り
に
安
易
な
手
法
で
あ
り
本
格

的
な
地
方
活
性
化
戦
略
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、住
民
税
は
本
来
、居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
る
こ
と

か
ら
、こ
の
制
度
自
体
が
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い

と
の
指
摘
が
あ
る
。例
え
ば
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自

治
体
に
限
定
す
る
な
ど「
ふ
る
さ
と
納
税
」本
来
の
趣
旨
に

沿
っ
た
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

○ 

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足
財
源
を
保
障
す

る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
地
方
の
財
政
規
律
を
歪

め
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
く
、そ
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て

き
た
。地
方
は
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
に

つ
い
て
、自
ら
の
責
任
で
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制
の
導
入

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30

万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た
め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合

併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め
る
。行

政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導

入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期

基
本
的
な
課
題

Ⅰ
． 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

○
真
の
財
政
健
全
化
を
達
成
す
る
た
め
に
は
プ
ラ
イ
マ
リ

ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
に
向
け
規
律
あ
る
具
体
的
な
道
筋

を
明
確
に
示
し
、着
実
に
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(1) 

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、財
政
健
全
化
と
社

会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

国
民
の
将
来
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
」の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、２
０
１
９
年

10
月
の
税
率
引
き
上
げ
が
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、

経
済
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(2) 「
骨
太
の
方
針
２
０
１
５
」で
は
、歳
出
面
で
２
０
１
６

年
度
か
ら
18
年
度
ま
で
の
３
年
間
で
政
策
経
費
の
増
加

額
を
１
．６
兆
円（
社
会
保
障
費
１
．５
兆
円
、そ
の
他
０
．

１
兆
円
）程
度
に
抑
制
す
る
目
安
を
示
し
た
。こ
の
２
年

間
に
お
い
て
は
目
安
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、最

終
年
度
に
お
い
て
も
政
策
経
費
の
抑
制
は
確
実
に
行
う

べ
き
で
あ
る
。

(3) 

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、歳
出
、歳
入
の
一
体

的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、ま

た
歳
出
に
つ
い
て
は
、聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体

的
な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、着
実
に
実
行
す

る
よ
う
求
め
る
。

(4) 

消
費
税
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
、

税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い
が
、政
府

は
税
率
10
％
引
き
上
げ
時
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す

る
予
定
と
し
て
い
る
。仮
に
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る

の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に
つ
い
て
安
定
的
な

恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(5) 

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、長
期
金
利
の
急
上
昇
な

ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、成
長
を
阻
害

す
る
う
え
財
政
の
悪
化
要
因
に
も
な
る
。政
府
・
日
銀
に

は
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た
細
心
の
運
営
が
求
め
ら
れ

る
。

２
． 

社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

○
社
会
保
障
分
野
で
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢

者
と
な
る「
２
０
２
５
年
問
題
」が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
き
た
。医
療
と
介
護
の
給
付
急
増
が
見
込
ま
れ
る
た

め
で
、こ
れ
を「
重
点
化
・
効
率
化
」に
よ
っ
て
可
能
な
限

り
抑
制
し
、か
つ
適
正
な「
負
担
」を
確
保
し
て
い
か
な
け

れ
ば
、社
会
保
障
制
度
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
。

(1) 

年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対

応
」「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」「
高
所
得
高
齢
者
の

基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」等
、抜

本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2) 

医
療
に
つ
い
て
は
、成
長
分
野
と
位
置
付
け
、大
胆
な
規

制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

た
め
に
診
療
報
酬（
本
体
）体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、薬

価
の
実
態
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
、２
年
に
１
度
と
し
て
き

た
薬
価
の
改
定
を
毎
年
実
施
す
る
。さ
ら
に
、政
府
目
標

で
あ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
％
以
上
も
早
期
に

達
成
す
る
。

(3) 

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
に
メ
リ
ハ

リ
を
つ
け
、給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4) 

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格

な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

(5) 

少
子
化
対
策
で
は
、現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育

等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き

で
あ
る
。そ
の
際
、企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援
に
関

与
で
き
る
よ
う
、企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活

平
成
29
年
度

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

大
森
法
人
会
税
制
税
務
委
員
長

志
村

　政
彦

法

人

会

全

国

大

会

・

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

　
法
人
会
は
「
税
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
団
体
と
し
て
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
適
切
な
税
制
の
確
立
の

た
め
、
毎
年
税
制
改
正
要
望
大
会
を
開
催
し
て
、
決
議
さ
れ
た
要
望
事
項
は
政
府
や
国
会
な
ど
へ
の
強
い

働
き
か
け
に
よ
り
、
法
人
税
制
の
改
革
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
平
成
30
年
度
税
制
改
正
要
望
は
10
月
5
日
福
井
県
産
業
会
館
に
お
い
て
、
全
国
各
地
の
法
人
会
を
代
表

す
る
1
、8
0
0
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
32
年
度
）」も

２
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の
再
生

は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ

て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正

か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応

を
含
め
て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る

観
点
な
ど
か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求

め
る
。

○ 

昨
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、東
日
本

大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性

の
あ
る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
の
実

現
等
に
向
け
て
早
急
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
利
益
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ

き
２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

３
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1) 

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

(3)  

個
人
住
民
税
の
均
等
割

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法

に
見
直
す
。

(3)  

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡

大
す
る
。ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

(4)  

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る

２
．事
業
所
税
の
廃
止

３
．超
過
課
税

４
．法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）

平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）
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◎
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

　
　国
・
地
方
と
も

　

　
　
　行
財
政
改
革
の
徹
底
を
！

◎
超
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た

　
　社
会
保
障
制
度
を

　
　
　
　
　
　
　構
築
す
る
た
め
、

　
　適
正
な
負
担
と

　
　
　大
胆
な
受
益
の
抑
制
を
！

◎
地
域
経
済
と
雇
用
の

　
　担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
に
、

　
　
　税
制
措
置
で

　
　
　
　
　さ
ら
な
る
活
力
を
！

◎
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
要
。

　本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の

　
　創
設
に
よ
り

　
　
　
　
　
　事
業
の
継
続
を
！

大
会
宣
言

大
会
宣
言

法
人
会
全
国
大
会
・
福
井
大
会

平
成
30
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

○ 
地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足
財
源
を
保
障
す

る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
地
方
の
財
政
規
律
を

歪
め
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
く
、そ
の
改
革
が
求
め
ら
れ

て
き
た
。地
方
は
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革

に
つ
い
て
、自
ら
の
責
任
で
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制
の
導
入

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30

万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た
め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合

併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め
る
。行

政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導

入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後

期
で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
32
年
度
）」

も
２
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の

再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当

た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を

適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が

あ
る
。ま
た
、被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保

を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る

よ
う
求
め
る
。

○ 

昨
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、東
日
本

大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性

の
あ
る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
の

実
現
等
に
向
け
て
早
急
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
利
益
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ

き
２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

３
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1) 

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

(3)  

個
人
住
民
税
の
均
等
割

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法

に
見
直
す
。

(3)  

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡

大
す
る
。ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

(4)  

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る

２
．事
業
所
税
の
廃
止

３
．超
過
課
税

４
．法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

平
成
29
年
10
月
5
日

　
　
　
全
国
法
人
会
総
連
合
全
国
大
会

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、新
公
益
法
人
等
へ
の
移
行
を
契
機
に
制
定

し
た「
理
念
」を
も
と
に
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営

者
の
団
体
」と
し
て
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」や
租
税
教
育
、企

業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
に
資
す
る
取
組
な
ど
、税
を
中

心
と
す
る
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
な
が
ら
、広
く
社
会
へ
貢
献
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
現
在
、わ
が
国
経
済
は
、引
き
続
き
緩
や
か
な
回
復
基
調
に
あ
る

が
、未
だ「
好
循
環
サ
イ
ク
ル
」に
は
至
ら
ず
、依
然
と
し
て
力
強
さ

を
欠
い
て
い
る
。さ
ら
に
、世
界
経
済
に
お
い
て
は
、ア
メ
リ
カ
の
保

護
主
義
的
な
動
き
な
ど
に
よ
り
主
要
国
の
政
策
協
調
に
軋
み
が
生

ず
る
な
ど
、急
速
に
不
確
実
性
が
増
し
て
き
て
い
る
。

　
持
続
的
で
力
強
い
成
長
サ
イ
ク
ル
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
の
柱
で
あ
る
成
長
戦
略
に
お
い
て
、大
胆
な
規
制
改
革
を

中
心
と
し
た
戦
略
の
立
て
直
し
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、国
家
的
課

題
で
あ
る
財
政
健
全
化
に
つ
い
て
は
、プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の

黒
字
化
に
向
け
、規
律
あ
る
具
体
的
な
道
筋
を
明
確
に
示
し
、着
実

に
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
法
人
会
が
長
年
に
亘
り
提
言
し
て
き
た「
法
人
実
効
税
率
20
%

台
」は
実
現
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、真
の
経
済
再
生
の
た
め
に
は
、

地
域
経
済
と
雇
用
を
担
う
中
小
企
業
の
力
強
い
成
長
を
促
す
税
制

の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
中
小
企
業
の
活

性
化
に
資
す
る
税
制
」、「
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
」等
を

中
心
と
す
る「
平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」の
実
現
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
創
設
以
来
、納
税
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
き
た
法
人
会
は
、こ
こ

福
井
の
地
で
全
国
の
会
員
企
業
の
総
意
と
し
て
、以
上
宣
言
す
る
。

をクリック大森法人会 検索
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◎
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

　
　国
・
地
方
と
も

　

　
　
　行
財
政
改
革
の
徹
底
を
！

◎
超
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た

　
　社
会
保
障
制
度
を

　
　
　
　
　
　
　構
築
す
る
た
め
、

　
　適
正
な
負
担
と

　
　
　大
胆
な
受
益
の
抑
制
を
！

◎
地
域
経
済
と
雇
用
の

　
　担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
に
、

　
　
　税
制
措
置
で

　
　
　
　
　さ
ら
な
る
活
力
を
！

◎
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
要
。

　本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の

　
　創
設
に
よ
り

　
　
　
　
　
　事
業
の
継
続
を
！

大
会
宣
言

大
会
宣
言

法
人
会
全
国
大
会
・
福
井
大
会

平
成
30
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

○ 

地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足
財
源
を
保
障
す

る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
地
方
の
財
政
規
律
を

歪
め
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
く
、そ
の
改
革
が
求
め
ら
れ

て
き
た
。地
方
は
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革

に
つ
い
て
、自
ら
の
責
任
で
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
の
観
点
か
ら
道
州
制
の
導
入

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30

万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た
め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合

併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、高
す
ぎ
る
議
員
報
酬

の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め
る
。行

政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を
広
く
導

入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後

期
で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
32
年
度
）」

も
２
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の

再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当

た
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を

適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が

あ
る
。ま
た
、被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保

を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る

よ
う
求
め
る
。

○ 

昨
年
４
月
に
起
こ
っ
た
熊
本
地
震
に
つ
い
て
も
、東
日
本

大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性

の
あ
る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
の

実
現
等
に
向
け
て
早
急
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
利
益
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ

き
２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

３
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1) 

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

(3)  

個
人
住
民
税
の
均
等
割

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法

に
見
直
す
。

(3)  

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡

大
す
る
。ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。

(4)  

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る

２
．事
業
所
税
の
廃
止

３
．超
過
課
税

４
．法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

平
成
29
年
10
月
5
日

　
　
　
全
国
法
人
会
総
連
合
全
国
大
会

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、新
公
益
法
人
等
へ
の
移
行
を
契
機
に
制
定

し
た「
理
念
」を
も
と
に
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営

者
の
団
体
」と
し
て
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」や
租
税
教
育
、企

業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
に
資
す
る
取
組
な
ど
、税
を
中

心
と
す
る
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
な
が
ら
、広
く
社
会
へ
貢
献
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
現
在
、わ
が
国
経
済
は
、引
き
続
き
緩
や
か
な
回
復
基
調
に
あ
る

が
、未
だ「
好
循
環
サ
イ
ク
ル
」に
は
至
ら
ず
、依
然
と
し
て
力
強
さ

を
欠
い
て
い
る
。さ
ら
に
、世
界
経
済
に
お
い
て
は
、ア
メ
リ
カ
の
保

護
主
義
的
な
動
き
な
ど
に
よ
り
主
要
国
の
政
策
協
調
に
軋
み
が
生

ず
る
な
ど
、急
速
に
不
確
実
性
が
増
し
て
き
て
い
る
。

　
持
続
的
で
力
強
い
成
長
サ
イ
ク
ル
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
の
柱
で
あ
る
成
長
戦
略
に
お
い
て
、大
胆
な
規
制
改
革
を

中
心
と
し
た
戦
略
の
立
て
直
し
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、国
家
的
課

題
で
あ
る
財
政
健
全
化
に
つ
い
て
は
、プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の

黒
字
化
に
向
け
、規
律
あ
る
具
体
的
な
道
筋
を
明
確
に
示
し
、着
実

に
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
法
人
会
が
長
年
に
亘
り
提
言
し
て
き
た「
法
人
実
効
税
率
20
%

台
」は
実
現
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、真
の
経
済
再
生
の
た
め
に
は
、

地
域
経
済
と
雇
用
を
担
う
中
小
企
業
の
力
強
い
成
長
を
促
す
税
制

の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
中
小
企
業
の
活

性
化
に
資
す
る
税
制
」、「
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
」等
を

中
心
と
す
る「
平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」の
実
現
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
創
設
以
来
、納
税
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
き
た
法
人
会
は
、こ
こ

福
井
の
地
で
全
国
の
会
員
企
業
の
総
意
と
し
て
、以
上
宣
言
す
る
。

をクリック大森法人会 検索



9/21（木）　参加者172名
会場　大森東急ＲＥＩホテル

7/28（金）　参加者34名
会場　法人会館研修室

公開講座 女性部 会研修会

9/5(火)・12(火)・26(火)　各日参加者15名

なるほど法人税講座（全3回）  
9/22（金）　参加者9名

便利なワード裏ワザ講座

法人会講座

　本年度も青年部会と公益事業委員会合同で公
開講座を実施しました。講師に、裸一貫でアメリカ
ンドリームを叶えたヨシダソース吉田会長を迎え、
「吉田潤喜のビジネス・人生哲学とは！」と題し講
演いただきました。

　大森税務署川勝法１上席の税のミニ研修と、地
元老舗の水牛食品保坂社長による「ラベルから読
み取れる食品情報」と題して研修会を開催いたし
ました。

　今回の研修会は税理士の田原憲和先生をお招
きし、法人税法の一定のルールを解りやすく事例を
紹介していただきながら解説していただきました。

　文書の作成時間を大幅に短縮できる様々な便
利機能をまとめた講座。参加者のスキルアップに繋
がりました。

おおもり法人ニュース　平成29年9月21日　第299号　⑩⑪　おおもり法人ニュース　平成29年11月21日　第299号
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7/15（土）　イベント参加者300名

 

大森第４小学校水遊び大会
7/22（土）　税金クイズ参加者250名
会場  馬込第三小学校

 

馬込盆踊り大会

8/25（金）　税金クイズ参加者200名
会場　梅屋敷商店街

 

梅屋敷流し踊り大会

10/1（日）　税金クイズ参加者300名
会場　大森駅東口ロータリー広場

 

大森まち活フェスタ

地域イベントに参加

▲講師 税理士 田原 憲和 氏 ▲講師　㈱ブレーン 中村 和彦氏

8/27（日）　イベント参加者400名
会場　池上会館２階集会室

第１５回 池上祭
「こどもミュージカル」

　大森法人会では、各地域の
イベントに参加！
　「税金クイズ」の実施、「暮
らしの税情報」冊子の配布、
池上祭では、「こどもミュージ
カル」の公演に協力いたしま
した。各会場とも多くの方か
ら好評をいただきました。
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年末資金のご案内
　日本政策金融公庫 国民生活事業は、地域活性化や成長分野に取り組む皆さまを
応援しています。
　ご相談やお問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

▶冬のボーナス用資金として
▶年末キャンペーン用の販売促進費用として
▶年内の買掛金の決済資金として
▶季節イベントの経費として

くわしくは、当社ホームページ www.jfc.go.jpをご覧いただくか、支店の窓口までお問い合わせください。

年末に向けてご相談窓口は大変混み合います。計画的な資金繰りのためにお早めにご相談ください。

例えばこのようなお使いみちに

年末資金の
ご相談を受付中

日本政策金融公庫  大森支店  国民生活事業
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-15-17
電話03-3761-7552  

（行 こう よ！ 公 庫）

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

日本政策金融公庫大森支店国民生活事業からのお知らせ

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください
　

　

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています

【お問い合わせ先】
　●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
　　・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班（品川都税事務所   03-3774-6666）
　　・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班） 03-5388-2963
　　・主税局課税部課税指導課　　 （個人事業税班） 03-5388-2969

　●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
　　東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 03-5990-5091

中小企業者向け省エネ促進税制

　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等
の取得を税制面から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エ
ネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税、個人事業税を減免しています。

主税局　環境減税 検　索

 

～法人事業税・個人事業税の減免～

対象者：「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者
（ 資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。)

　毎年恒例となった法人会企業交流会。今年も各支部趣向を凝らして実施。
　各支部アトラクションでは、お楽しみ抽選会のほか、南米パラグアイの民族楽
器“アルパ”の生演奏、“サマーカルテット”によるオペラ公演、江戸情緒たっぷり
の豪華絢爛な御座船パーティーなど。参加者の皆様には、真夏の夜のひと時を
楽しんでいただきました。

22,039

26,825

平成29年10月末現在　

管内法人数 7,450社
大森法人会員数 1,697社

データ 環境広場

使用量差 昨年比

ガス代

電気代

平成28年10月平成29年10月環境・省エネ活動の一環
で法人会事務局のガス・
電気代の昨年との比較を
掲載しております。

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ひろばひろばひろばひろば
8/23（水）　参加者63名

第1支部
(大森南地区･大森東地区･大森中地区)          
会場  第1ホテル東京シーフォート 

8/24（木）　参加者40名

第3支部
（大森本町地区・大森北地区・山王地区）
会場  大森東急REIホテル

8/24（木）　参加者83名

第2支部・第4支部・第5支部合同
（大森西地区・中央地区・池上地区・馬込地区）         
会場  御座船「安宅丸」         

法人会 企業交流会



▲2,113

2,969

24,152

23,856

91%

112%

おおもり法人ニュース　平成29年11月21日　第299号　⑫⑬　おおもり法人ニュース　平成29年11月21日　第299号

年末資金のご案内
　日本政策金融公庫 国民生活事業は、地域活性化や成長分野に取り組む皆さまを
応援しています。
　ご相談やお問い合わせなど、お気軽にご連絡ください。

▶冬のボーナス用資金として
▶年末キャンペーン用の販売促進費用として
▶年内の買掛金の決済資金として
▶季節イベントの経費として

くわしくは、当社ホームページ www.jfc.go.jpをご覧いただくか、支店の窓口までお問い合わせください。

年末に向けてご相談窓口は大変混み合います。計画的な資金繰りのためにお早めにご相談ください。

例えばこのようなお使いみちに

年末資金の
ご相談を受付中

日本政策金融公庫  大森支店  国民生活事業
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-15-17
電話03-3761-7552  

（行 こう よ！ 公 庫）

※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

日本政策金融公庫大森支店国民生活事業からのお知らせ

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください
　

　

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています

【お問い合わせ先】
　●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
　　・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班（品川都税事務所   03-3774-6666）
　　・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班） 03-5388-2963
　　・主税局課税部課税指導課　　 （個人事業税班） 03-5388-2969

　●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
　　東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 03-5990-5091

中小企業者向け省エネ促進税制

　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等
の取得を税制面から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エ
ネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税、個人事業税を減免しています。

主税局　環境減税 検　索

 

～法人事業税・個人事業税の減免～

対象者：「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者
（ 資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。)

　毎年恒例となった法人会企業交流会。今年も各支部趣向を凝らして実施。
　各支部アトラクションでは、お楽しみ抽選会のほか、南米パラグアイの民族楽
器“アルパ”の生演奏、“サマーカルテット”によるオペラ公演、江戸情緒たっぷり
の豪華絢爛な御座船パーティーなど。参加者の皆様には、真夏の夜のひと時を
楽しんでいただきました。

22,039

26,825

平成29年10月末現在　

管内法人数 7,450社
大森法人会員数 1,697社

データ 環境広場

使用量差 昨年比

ガス代

電気代

平成28年10月平成29年10月環境・省エネ活動の一環
で法人会事務局のガス・
電気代の昨年との比較を
掲載しております。

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ひろばひろばひろばひろば
8/23（水）　参加者63名

第1支部
(大森南地区･大森東地区･大森中地区)          
会場  第1ホテル東京シーフォート 

8/24（木）　参加者40名

第3支部
（大森本町地区・大森北地区・山王地区）
会場  大森東急REIホテル

8/24（木）　参加者83名

第2支部・第4支部・第5支部合同
（大森西地区・中央地区・池上地区・馬込地区）         
会場  御座船「安宅丸」         

法人会 企業交流会



期限

期限
期限

青年部会租税教室（開桜小学校） ９：４０～１２：２０

★新設法人説明会 13：30～16：00 法人会館研修室

業務執行理事会 １１：００～ 法人会館研修室

★記帳教室 13：30～16：00 法人会館研修室

★エクセル講座 １３：３０～１６：３０ 法人会館研修室　

      建国記念日
（振替休日）

★決算法人説明会 13：30～16：00 法人会館研修室

青年部会実務セミナー 18：30～ 法人会館研修室

平成２９年分確定申告開始  ３月１５日まで

理事会 １６：００～ 法人会館研修室

2/13 源泉所得税（1月分）納税

2/28 １２月決算法人の確定申告納税　　　

2/28 ６月決算法人の中間申告と納税

2/28 社会保険料（１月分）納付期限

 １日
２日
３日
 ４日
５日
 ６日

 ７日

８日
９日
10日
11日
12日
13日

14日

15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

12 月 1 月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

2 月
 １日
２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

☆新年賀詞交歓会
1/23（火）大森東急REIホテル
　年間の事業で一番会員の皆様が参加す
る賀詞交歓会。
　異業種の方々が集まる交流会となりま
す。ぜひご参加下さい！

★平成29年分確定申告書提出
　期間  2/16（金）～ 3/15（木）
　会場  池上会館 西館2F
～この期間に忘れずにご提出下さい！～

★パソコンセミナー
2/8（木）エクセル実用講座
　エクセルを極め、業務効率を最大限に!!
　ぜひお申し込み下さい！

おおもり法人ニュース　平成29年11月21日　第299号　⑭⑮　おおもり法人ニュース　平成29 年11月21日　第299号

お出かけください。
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ズ
の
答
え

●
こ
の
度
、
花
嫁
の
父
と
い
う

役
目
を
人
生
で
初
め
て
体
験
し

ま
し
た
。世
間
の
話
や
、ド
ラ
マ

な
ど
で
は
娘
を
婿
に
取
ら
れ
た

く
な
く
て
頑
な
に
な
っ
て
結
婚

式
当
日
は
涙
な
が
ら
に
送
り
出

す
、と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、

実
際
に
そ
の
立
場
に
直
面
し
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
式
の
雰
囲

気
に
涙
腺
は
緩
め
で
し
た
が
悲

し
さ
よ
り
娘
の
晴
れ
姿
へ
の
嬉

し
さ
で
涙
が
出
そ
う
で
し
た
。

披
露
宴
で
は
、
最
後
に
新
郎
の

父
親
の
挨
拶
の
際
に
家
の
中
に

ぽ
っ
か
り
穴
が
空
い
た
よ
う
だ

と
涙
を
詰
ま
ら
せ
て
、
そ
れ
を

見
て
自
分
も
涙
ぐ
ん
で
し
ま
い

ま
し
た
。
自
分
の
主
観
で
す
が

物
事
の
受
け
止
め
方
で
見
え
方

も
変
わ
る
の
だ
な
、
と
今
回
貴

重
な
体
験
が
出
来
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
人
生
後
半
も
今
ま
で

の
経
験
を
基
に
楽
し
ん
で
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
広
報
委
員

　南

　卓
志
）

●
私
は
法
人
会
、青
年
部
会
で

活
動
を
始
め
て
も
う
す
ぐ
10
年

に
な
り
ま
す
。今
ま
で
は
先
輩
の

後
を
追
っ
て
色
々
学
ぶ
こ
と
で

精
い
っ
ぱ
い
で
し
た
が
、気
が
付

け
ば
中
堅
の
立
場
に
な
り
最
近

思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は

と
て
も
楽
し
み
な
新
会
員
が
増

え
た
こ
と
で
す
。こ
れ
か
ら
は
彼

ら
を
ど
ん
ど
ん
前
面
に
押
し
出

し
て
行
き
ま
す
が
、親
会
の
先
輩

方
に
は
是
非
と
も
青
年
部
会
の

行
事
に
参
加
し
て
親
交
を
深
め

て
頂
き
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
広
報
委
員

　佐
藤
啓
一
）

A 

①
引
き
渡
し
た
事
業
年
度
で

適
正
な
金
額
を
見
積
り
、売
上
げ

に
計
上
し
ま
す
。

B 

②
非
課
税
取
引
と
し
て
列
挙

さ
れ
て
い
る
中
の「
住
宅
の
貸
付

け
」に
該
当
し
ま
す
。

C 

①
そ
の
年
中
に
支
払
う
こ
と
が

確
定
し
た
給
与
は
、実
際
に
支
払
っ

た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
年
末
調

整
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

D 

②「
う
ち
消
費
税
八
十
万
円
」

な
ど
、消
費
税
額
が
区
分
記
載
し

て
あ
る
場
合
は
①
が
正
解
と
な
り

ま
す
。

◀カレンダーの各
開催要領は当会
ホームページを
ご覧ください。

★
印
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　詳
し
く
は
事
務
局
0
3（
3
7
5
1
）4
4
8
4
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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御用始め

      成人の日

全法連・東法連 賀詞交歓会 11：00～ 帝国ホテル
大森法人会新年賀詞交歓会 １８：００～ 大森東急ＲＥＩホテル会議室

1/10 源泉所得税（12月分）納税
1/22 納期の特例の適用を受けている場合の所得税及び復興特別所得税納税
1/31 １１月決算法人の確定申告納税　　　
1/31 ５月決算法人の中間申告と納税
1/31 社会保険料（１２月分）納付
1/31 源泉徴収票の本人への交付と提出
1/31 給料支払報告書、特別徴収票の提出

正副会長会 １8：００～

広報委員会 １６：００～ 法人会館会議室 
税制税務委員会 １7：００～ 法人会館会議室

★大森駅夢コンサート １３：３０～１５：００

★決算法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　

森彰会講演会「署長講演」 １６：００～ 法人会館研修室
源泉部会役員会 １６：００～ 法人会館会議室

第6支部特別研修会 14：00～15：30 京浜島勤労者厚生会館

青年部会租税教室（池上第２小学校） ９：３０～１１：２０

　　天皇誕生日

御用納め

12/11源泉所得税（１１月分）納税
※ １０月決算法人の確定申告納税　　　
※ ４月決算法人の中間申告と納税
※ 社会保険料（11月分）納付
　　　　　※印の納付期限は2018年1月4日まで

★新設法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室
公益事業委員会 １８：００～ 法人会館会議室 
青年部会租税教室（大森第４小学校） ９：４０～１２：２０
大田区内法人会と大田区長との懇談会

88

～～



期限

期限
期限

青年部会租税教室（開桜小学校） ９：４０～１２：２０

★新設法人説明会 13：30～16：00 法人会館研修室

業務執行理事会 １１：００～ 法人会館研修室

★記帳教室 13：30～16：00 法人会館研修室

★エクセル講座 １３：３０～１６：３０ 法人会館研修室　

      建国記念日
（振替休日）

★決算法人説明会 13：30～16：00 法人会館研修室

青年部会実務セミナー 18：30～ 法人会館研修室

平成２９年分確定申告開始  ３月１５日まで

理事会 １６：００～ 法人会館研修室

2/13 源泉所得税（1月分）納税

2/28 １２月決算法人の確定申告納税　　　

2/28 ６月決算法人の中間申告と納税

2/28 社会保険料（１月分）納付期限

 １日
２日
３日
 ４日
５日
 ６日

 ７日

８日
９日
10日
11日
12日
13日

14日

15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

12 月 1 月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

2 月
 １日
２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

☆新年賀詞交歓会
1/23（火）大森東急REIホテル
　年間の事業で一番会員の皆様が参加す
る賀詞交歓会。
　異業種の方々が集まる交流会となりま
す。ぜひご参加下さい！

★平成29年分確定申告書提出
　期間  2/16（金）～ 3/15（木）
　会場  池上会館 西館2F
～この期間に忘れずにご提出下さい！～

★パソコンセミナー
2/8（木）エクセル実用講座
　エクセルを極め、業務効率を最大限に!!
　ぜひお申し込み下さい！
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お出かけください。
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事
の
受
け
止
め
方
で
見
え
方

も
変
わ
る
の
だ
な
、
と
今
回
貴

重
な
体
験
が
出
来
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
人
生
後
半
も
今
ま
で

の
経
験
を
基
に
楽
し
ん
で
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
広
報
委
員

　南

　卓
志
）

●
私
は
法
人
会
、青
年
部
会
で

活
動
を
始
め
て
も
う
す
ぐ
10
年

に
な
り
ま
す
。今
ま
で
は
先
輩
の

後
を
追
っ
て
色
々
学
ぶ
こ
と
で

精
い
っ
ぱ
い
で
し
た
が
、気
が
付

け
ば
中
堅
の
立
場
に
な
り
最
近

思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は

と
て
も
楽
し
み
な
新
会
員
が
増

え
た
こ
と
で
す
。こ
れ
か
ら
は
彼

ら
を
ど
ん
ど
ん
前
面
に
押
し
出

し
て
行
き
ま
す
が
、親
会
の
先
輩

方
に
は
是
非
と
も
青
年
部
会
の

行
事
に
参
加
し
て
親
交
を
深
め

て
頂
き
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
広
報
委
員

　佐
藤
啓
一
）

A 

①
引
き
渡
し
た
事
業
年
度
で

適
正
な
金
額
を
見
積
り
、売
上
げ

に
計
上
し
ま
す
。

B 

②
非
課
税
取
引
と
し
て
列
挙

さ
れ
て
い
る
中
の「
住
宅
の
貸
付

け
」に
該
当
し
ま
す
。

C 

①
そ
の
年
中
に
支
払
う
こ
と
が

確
定
し
た
給
与
は
、実
際
に
支
払
っ

た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
年
末
調

整
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

D 

②「
う
ち
消
費
税
八
十
万
円
」

な
ど
、消
費
税
額
が
区
分
記
載
し

て
あ
る
場
合
は
①
が
正
解
と
な
り

ま
す
。

◀カレンダーの各
開催要領は当会
ホームページを
ご覧ください。

★
印
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　詳
し
く
は
事
務
局
0
3（
3
7
5
1
）4
4
8
4
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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御用始め

      成人の日

全法連・東法連 賀詞交歓会 11：00～ 帝国ホテル
大森法人会新年賀詞交歓会 １８：００～ 大森東急ＲＥＩホテル会議室

1/10 源泉所得税（12月分）納税
1/22 納期の特例の適用を受けている場合の所得税及び復興特別所得税納税
1/31 １１月決算法人の確定申告納税　　　
1/31 ５月決算法人の中間申告と納税
1/31 社会保険料（１２月分）納付
1/31 源泉徴収票の本人への交付と提出
1/31 給料支払報告書、特別徴収票の提出

正副会長会 １8：００～

広報委員会 １６：００～ 法人会館会議室 
税制税務委員会 １7：００～ 法人会館会議室

★大森駅夢コンサート １３：３０～１５：００

★決算法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　

森彰会講演会「署長講演」 １６：００～ 法人会館研修室
源泉部会役員会 １６：００～ 法人会館会議室

第6支部特別研修会 14：00～15：30 京浜島勤労者厚生会館

青年部会租税教室（池上第２小学校） ９：３０～１１：２０

　　天皇誕生日

御用納め

12/11源泉所得税（１１月分）納税
※ １０月決算法人の確定申告納税　　　
※ ４月決算法人の中間申告と納税
※ 社会保険料（11月分）納付
　　　　　※印の納付期限は2018年1月4日まで

★新設法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室
公益事業委員会 １８：００～ 法人会館会議室 
青年部会租税教室（大森第４小学校） ９：４０～１２：２０
大田区内法人会と大田区長との懇談会
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ほうれん草　菠薐草（ヒユ科ホウレンソウ属／西南アジア原産）英名Spinach
　日本には江戸時代に中国から入ってきました。当時はアクが強く土
臭いことからあまり好まれませんでした。第二次世界大戦後にはアニ
メ「ポパイ」の影響もあり、品種改良が進み栄養価の高い野菜として
消費が急増しました。

■ 

顔 

■ 

大
森
税
務
署 

署
長  

柴
原

　一
夫 

② 

霜月号
タ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン 

④   

平
成
29
年
度 

法
人
会
全
国
大
会 

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会 

⑥

ひ
ろ
ば 

⑩ 

　都
税
だ
よ
り
／
日
本
政
策
金
融
公
庫
か
ら 

⑬ 

お
出
か
け
く
だ
さ
い
／
ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド 

⑭    

ダ
イ
ア
リ
ー 

⑮ 

　

●編集人  小宮山 宜克　 ●発行所  公益社団法人 大森法人会 〒146-0082 東京都大田区池上１̶ 27 ７̶ 　03（3751）4484　 ●印刷  （株）欧文社

〈禁複製〉

よき経営者をめざすものの団体
公益社団法人大森法人会

http://www.tohoren.or.jp/oomori/ （文・ ㈲エヌ・フォーラム  中西 亮）

（作者・京浜容器㈱  内海節子氏）

おおもりおおもり
自主点検チェックシートをご活用ください！自主点検チェックシートをご活用ください！
　企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の
強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

　「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
　また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
　点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

公益社団法人大森法人会 電話番号 ０３－３７５１－４４８４
URL等 http://www.tohoren.or.jp/oomori


